
円

令 和 7 年 9 月 1 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日

経年劣化により性能の低下や故障のリスクが高まっている機器の修繕修 繕 概 要

工 期

契約の相手方

住　所

修 繕 名 釜石市民ホール舞台照明設備修繕

岩手県盛岡市中央通１丁目９－１１

氏　名

当該業者はホールの舞台照明設備全体の設計・製作および保守管理を担っ
ていること。

本修繕は既存の舞台照明設備の一部を対象とするものであり、既存設備との
一体的な調整が不可欠であること。

他の業者が実施した場合、責任の所在が不明確となる恐れがあること。

以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づ
き、随意契約とするものである。

令 和 7 年 8 月 7 日 9 時 50 分

契 約 金 額

第４庁舎３階
会議室

釜石市民ホール

随意契約理由

2,750,000

見積日時・場所

修 繕 場 所

株式会社松村電機製作所　盛岡営業所　 所長　土田　浩二

見　積　結　果　報　告　書



現
説

見
積

決
定

業　者　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

2

2,500,0001
㈱松村電機製作所盛
岡営業所

※郵便見積徴取のため、出欠欄の記載はありま
せん。
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決 定 価格 （税 抜） 2,500,000 円

円予 定 価格 （税 抜） 2,625,600


